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バ
l
プ
ル
・
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
プ
と

ハ
イ
ダ
ル
・
ミ

1
ル
ザ

l

開

野

英

十
六
世
紀
の
前
字
、
中
央
ア
ジ
ア
出
身
の
二
人
の
王
子
た
ち
、
す
な
わ
ち
バ

l
プ
ル
・
パ
l
デ
ィ
シ
ャ
ー
プ
と
ハ
イ
ダ
ル

・
ミ
l
ル
ザ
ー
に
よ

っ
て
、
十

四
|
十
六
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア
史
に
関
す
る
、
二
つ
の
す
ぐ
れ
た
歴
史
書
が
著

わ
さ
れ
た
。
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ト
ル
コ
語
に
よ
る
パ
l
ブ
ル
の
『
パ

1
プ
ル
・
ナ

1
7
』
と
、
ベ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
ハ
イ
ダ
ル
の

『タ
l
リ
l
ヒ
・
ラ
シ

l
デ
ィ

l
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
史
書
は
、
例
え
て
い
え
ば
、
中
央
ア
ジ
ア

史
皐
史
の
虚
空
に
燦
然
と
輝
く
二
つ
の
星
で
あ
る
。
こ
の
雨
書
よ
り
以
前
に

も
、
ま
た
以
後
に
も
、
中
央
ア
ジ
ア
で
は
、
こ
れ
ら
に
匹
敵
す
る
史
書
は
一
つ

と
し
て
箸
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
古
来
す
ぐ
れ
た
史
書
に
乏
し
い
中

央
ア
ジ
ア
で
、
十
六
世
紀
の
前
半
、
な
ぜ
卓
越
し
た
史
書
が
、
二
種
類
も
誕
生

し
え
た
の
か
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
今
回
の
護
表
で
は
、

ωま
ず
パ
l
プ
ル
と
ハ

イ
ダ
ル
の
血
縁
関
係
を
示
し、

ωつ
い
で
雨
者
の
直
接
的
な
交
渉
の
跡
を
あ
と

づ
け
、

ωさ
ら
に
二
つ
の
史
書
の
構
成
、
叙
述
様
式
、
共
通
す
る
事
象
に
関
す

る
記
述
の
異
同
等
を
比
較
検
討
す
る
事
に
よ
っ
て
、

ω結
論
的
に
は
、
ハ
イ
ダ

ル
の
書
が
バ

1
.フ
ル
の
書
の
大
き
な
影
響
の
下
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
事
、
し
か
し
雨
雲
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
が
お
か
れ
た
立
場
を
、
見
事
な

ほ
ど
に
誠
貨
に
反
映
し
た
、
き
わ
め
て
濁
自
性
に
富
ん
だ
貴
重
な
史
料
で
あ
る

事
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

南
宋
の
叛
賂
劉
整

衣

1
 

1
 

1
 

強

一
二
五
八
年
二
月
、

蒙
古
の
憲
宗
モ
ン
ケ
は
南
宋
征
討
の
命
令
を
降
し
、
自

ら
四
川
に
進
出
し
た
が
、
翌
五
九
年
七
月
、
合
州
釣
魚
山
の
軍
営
で
病
死
し

た
。
憲
宗
自
ら
の
出
陣
に
よ
る
猛
攻
の
た
め
、
四
川
各
地
の
南
宋
側
の
軍
人
・

官
僚
の
多
数
が
蒙
古
に
投
降
し
た
。
憲
宗
の
病
死
に
よ
っ
て
蒙
古
軍
が
北
へ
撤

退
し
て
、
四
川
に
お
け
る
雨
者
の
抗
争
は
一
時
よ
り
弱
ま
っ
た
。

威
淳
七
年
(
一
二
七
一
)
よ
り
、
元
軍
は
袈
陽
攻
略
を
強
化
し
、
一
二
七
四

年
に
陥
落
さ
せ
た
。
要
陽
の
陥
落
後
、
臨
安
を
目
指
す
元
軍
の
ほ
か
、
四
川
に

お
い
て
も
南
宋
の
残
存
勢
力
の
掃
討
が
進
め
ら
れ
、
ふ
た
た
び
南
宋
の
軍
人
・

官
僚
の
元
へ
投
降
す
る
も
の
が
治
加
し
た
。

開
慶
元
年
(
一
二
五
九
〉
か
ら
威
淳
九
年
(
一
二
七
三
)
ま
で
の
関
、
四
川

で
は
宋
元
の
戦
闘
が
停
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
む
し
ろ
南
宋
側
の
政
治

や
軍
事
の
再
建
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
宋
元
交
代
の
主
要
な
る
舞

蓋
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
一
種
の
安
定
の
中
で
、
南
宋
の
猛
賂
劉
整
が
、

景
定
二
年
(
一
二
六
一
〉
に
蒙
古
側
に
投
降
し
た
。

劉
整
(
一
二
=
ニ
ー
ー
七
五
)
は
、
も
と
も
と
金
の
支
配
地
で
生
ま
れ
た
が
、

金
朝
の
滅
亡
と
相
前
後
し
て
南
宋
に
蹄
服
し
、
孟
玖
の
麿
下
で
勇
名
を
と
ど
ろ

か
せ
た
。
の
ち
に
知
溜
州
・
澄
川
安
撫
使
に
な
り
、
こ
の
時
に
元
に
投
降
し

た
。
南
宋
側
の
資
料
で
は
叛
終
劉
整
、
あ
る
い
は
短
か
く
叛
整
と
言
わ
れ
る
。

蒙
古

・
元
軍
の
主
力
部
隊
と
相
封
持
し
て
い
る
と
き
の
南
宋
側
か
ら
の
投
降

は
、
そ
の
例
を
よ
く
見
る
。
寅
際
、
南
宋
末
の
四
川
に
お
け
る
宋
側
の
官
僚
や

内
U

巧

t



軍
人
の
投
降
は
、
モ
ン
ケ
の
親
征
の
時
期
と
、
裏
陽
陥
落
後
の
時
期
と
に
数
多

く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
劉
整
の
よ
う
に
、
右
の
二
つ
の
時
期
を
山
と
す
れ

ば
、
そ
の
閲
の
谷
聞
に
あ
た
る
時
に
、
突
然
、
蒙
古
側
に
投
降
し
た
の
は
稀
な

例
と
言
え
る
。

こ
の
劉
整
の
投
降
は
、
も
つ
ば
ら
南
宋
側
の
内
部
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
、
と
り
わ
け
時
の
権
力
者
買
似
道
と
嘗
時
の
南
宋
の
四
川
に
射
す
る
統
治

と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
の
一
端
に
鰯
れ
て
み
た
い
。

唐
代
南
税
法
管
見

|
|
戸
等
制
の
問
題
と
も
関
連
し
て
|
|船

越

泰

次

595 

唐
代
爾
税
法
の
課
税
鐙
系
は
、
夏
秋
苗
の
作
付
に
封
態
し
見
苗
田
畝
上
に
課

さ
れ
る
斜
斗
の
徴
科
と
、
資
産
に
態
じ
戸
に
課
さ
れ
る
夏
秋
の
雨
税
銭
賦
課
の

雨
種
徴
科
に
よ
り
成
る
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
少
な
く
と
も
こ
の
う
ち
爾
税

銭
賦
課
に
関
し
て
は
、
従
来
、
こ
れ
を
窟
由
来
の
九
等
の
戸
等
に
よ
り
課
さ
れ
た

と
す
る
見
方
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
嘗
時
戸
等
の
寅
態
や
そ
の
他
か

ら
み
て
、
こ
う
し
た
理
解
は
成
立
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
設
の
根

擦
は
雨
税
法
諸
記
事
に
み
え
る
等
第
・
定
戸
の
語
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

れ
ら
の
語
は
必
ず
し
も
奮
来
の
九
等
の
戸
等
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ず
、
定
戸

の
語
は
概
ね
戸
の
爾
税
額
査
定
の
義
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
そ
し
て
こ
の
後
の
雨
税
法
の
展
開
や
戸
等
制
の
獲
化
と
も
関
連
し
、
雨

税
銭
の
賦
課
問
題
、
雨
税
法
と
戸
等
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思

う
。
ま
た
穆
宗
長
慶
三
年
ハ
八
一
一
一
一
一
)
に
な
さ
れ
た
元
棋
の
同
州
奏
均
田
放
を

と
り
あ
げ
、
税
制
解
穆
上
の
問
題
黙
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
。

後
表
で
は
以
上
の
黙
を
中
心
に
、
唐
代
爾
税
法
に
闘
し
私
見
を
述
べ
る
こ
と

と
し
た
い
。後

漢
末
の
政
治
思
想
と
政
治
動
向

狩

野

頑

直

後
漢
末
期
、
鐙
帯
以
後
の
政
治
思
想
を
現
貨
の
政
治
と
の
関
連
に
お
い
て
考

え
て
み
た
い
。

雀
寒
ハ
政
論
)
、
感
勧
(
風
俗
遁
義
〉
、
有
償
(
申
饗
〉
、
徐
幹
(
中
論
〉
、
仲

長
統
合
墨
田
〉
等
の
名
前
が
、
先
ず
こ
の
期
を
代
表
す
る
皐
者
・
思
想
家
と
し

て
翠
げ
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
嘗
然
こ
れ
ら
の
人
物
を
抜
き
に
し
て
、
こ
の

期
の
政
治
思
想
・
政
治
の
方
向
づ
け
を
論
じ
得
な
い
が
、
後
漢
書
及
び
三
園
志

の
列
俸
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
上
書
・
針
策
な
ど
を
取
り
出
し
て
、
考
察
の

材
料
と
し
た
い
。

前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
中
、
萄
悦
(
一
四
八
|
二

O
九
)
は
、
申
墜
各
二
「
時

事
」
の
巻
首
に
、

最
凡
有
二
十
一
首
其
初
二
首
向
知
貴
敦
及
其
二
首
有
申
重
可
奉
者
十
有
九

事

と
述
べ
、
「
明
考
試
」
以
下
の
十
九
事
を
列
察
す
る
。

後
者
の
中
に
例
え
ば
慮
植
(
?
|
一
九
二
)
が
い
る
。
劉
備
・
公
孫
噴
は
彼

に
師
事
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
光
和
元
年
ハ
一
七
八
)
、
日
食
の
際
に
、

消
禦
災
凶
宜
有
其
道
謹
略
陳
八
事
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